
はちやぶニュータウン分譲地 

分譲地販売のご案内 

 

 
 □分譲宅地 所 在 地 錦町大字一武字八藪 地内 

                     （地番： ２２１０－２９７ ～ ２２１０－３０９） 

  区 画 数 残り １１区画（全１２区画） ※R8.1.30 時点 

 

 □申し込み 受 付 期 間 随時、申し込みを受け付けます。 

                     役場２階総務課 午前８時 30 分 ～ 午後５時１５分 

                            ※土日・祝日及び年末年始は除きます。 

 

 □販売方法 受付順  ※公募抽選は終了しました。 

            お申し込みにつきましては、総務課の窓口までお越しいただくか、事前

にお電話でのご連絡をお願いいたします。 
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１．分譲申込受付の区画について 

当分譲地の区画数は、全部で１２区画になります。各区画の面積及び販売価格は、以下

のとおりです。 

また、当分譲地では、二世帯住宅など広い敷地を購入したい方に向けて、隣接する２区

画をまとめて購入することも可能です。なお、お申し込みいただいた区画が他のお客様と

重複した場合、２区画分を購入される方を優先しますので、予めご了承ください。 

※２区画分の購入については、区画同士が隣接しているものに限ります。 

 

「はちやぶニュータウン」区画図 

 

「はちやぶニュータウン」分譲価格表 

 

  

成約済 

成約済 
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2．分譲申込みの受付期間 

申し込みにあたっては、「錦町町有地分譲申込書」に希望する区画数及び区画番号を記

入し、受付期間内に役場２階の総務課までご提出ください。抽選の有無については、受付

の締め切り後にご連絡差し上げます。 

他の申込者と区画が重複しなかった場合は、申請書を提出していただきます。資格要

件を満たしていれば、「錦町住宅用地分譲決定通知書」を送付し、売買契約の手続きを行

います。 

また、他の申込者と区画が重複した場合は、1 月 23 日（金）の午前１０時から錦町役場

内にて抽選会を行いますので、抽選の対象になれた方は必ずご出席ください。 

 

※上記の抽選公募は終了しました。 

 

申し込みにつきましては、事前に総務課管財係（℡38-1111 直通）までご相談くださ

い。分譲販売についてご案内させていただいた後に、申請に必要な書類のご準備をお願

いします。 

 

 ① 受 付 期 間 令和 7 年１２月１日（月）から令和 8 年 1 月 15 日（木） 

                随時、申し込みを受け付けます。 

 ② 受 付 窓 口 錦町役場 ２階 総務課窓口まで 

午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分（土日・祝日を除く） 

※申し込みは窓口または、郵送でも可能です。 

 ③ 抽選会の日時 令和 8 年 1 月 23 日（金） 午前 10 時からの予定 

※代理出席でも可能です。 

 

３．申請時の提出書類 

申請にあたっては、下記の書類をすべて揃えて、役場２階の総務課までご提出ください。 

 （1） 錦町住宅用地分譲申請書（様式第１号） 

 （2） 世帯主及び同居しようする者全員の住民票の写し 

    （世帯全員が入居する場合は謄本、一部の場合は抄本になります） 

 （3） 所得を証明する書類（源泉徴収票又は所得証明書） 
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 （４） 世帯主及び同居しようとする者全員の滞納がないことを示す市町村税納税証明

書（過去 3 年分のもの） 

 （５） 誓約書 

 

４．申請者の資格について 

申請者は次の要件をすべて満たす方に限ります。 

 (１) 町内に住所ある方、または他の市町村から住所を移すことが確約できる方 

 (２) 土地の引き渡しから３年以内に住宅を建築し、入居できる方 

 (３) 町が指定する期日までに分譲代金の支払いが確実にできること 

 (４) 申請者及び同居しようとする者に町税等の滞納がないこと 

 (５) 申請者及び同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でないこと 

 （６） 転売を目的とした分譲の申込みでないこと 

 

5．販売抽選会について 

抽選方法はくじ棒による抽選を予定しています。抽選で外れた場合は、当日内に申し込

みのない他の区画を選択することができます。 

当日は、代理の方による参加も可能ですので、抽選になった場合は、日程の調整をお願

いします。 

  日 時 令和 8 年 1 月 23 日（金） 午前 10 時からの予定 

  場 所 役場庁舎内 ※会場は改めてお知らせします。 

 

※上記の販売抽選会は終了しました。 

 

6．分譲決定後の対応について 

 分譲決定の通知を受けた日から３０日以内に土地の売買契約を行います。下記の書類

を全てそろえて、総務課の窓口までご提出ください。 

 また、契約に際し、分譲代金の１００分の１０にあたる金額を契約保証金として、契約日ま

でに納めていただく必要がありますので、指定の窓口にて納入してください。 

 （１） 錦町住宅用地売買契約書 

 （２） 登録済みの実印 
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 （３） 印鑑証明書 

 （４） 契約保証金の領収書 ※コピーを取らせていただきます。 

 （５） 千円分の収入印紙×２枚 

 

 契約書を提出した後、契約日から90日以内に分譲代金を指定の窓口にて納入してくだ

さい。（納めていただく金額は契約保証金を差し引いた額になります。） 

 なお、納入期限までに分譲代金を納めていただけない場合は契約解除となり、契約保証

金は返還させていただきます。 

 

7．所有権移転登記の手続き 

 分譲代金の納入後、土地の所有権移転に必要な書類をお渡しますので、買受人は速や

かに登記を行ってください。所有権移転登記の完了日をもって分譲地の引き渡しとなり

ます。 

 また、登記に際し、登録免許税（収入印紙）を負担する必要がありますので、書類をお渡

しする際に税額をお知らせいたします。  

 

8．新築住宅に対する補助等 

 （１） 錦町移住促進住宅取得費等補助金（地域整備課） 

 町外からの移住者を対象として、住宅の新築、新築住宅購入、中古住宅購入費用

の一部を補助します。 

 （2） 結婚新生活支援事業補助金（住民福祉課） 

 新婚世帯に対し新居の住宅費（新築・購入・リフォーム・賃借）・引っ越し費用の一

部を補助します。 

 （３） 浄化槽設置整備事業補助金（住民福祉課） 

 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に対して

一部を補助します。 

 

9．その他の注意点 

 ・ 申し込み可能な区画は、１世帯につき２区画（隣接した２つの区画に限る）までです。 

 ・ 当選確率を上げることを目的とした複数の方による申し込みは認めません。 

 ・ 申請の前に、必ず現地をご確認ください。現状での引き渡しになります。 
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  ※水道管を布設していますので現地確認の際は、車両等を区画内に入らないようお願

いします。 

 ・ 土地売買契約及び所有権移転登記は、申請者の名義にて行います。 

 ・ 店舗併用住宅の建築は可能ですが、集合住宅（アパートなど）は建築できません。 

 ・ 住宅を建築する際は必ず、合併浄化槽を設置しなければなりません。 

 ・ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離が

十分に離れていること。 

 ・ 自治会に加入し、その活動に積極的に参加すること。 

 

10．問い合わせ先 

 〒８６８－０３０２  球磨郡錦町大字一武１５８７番地 

 錦町役場 総務課   担当者： 管財係 今田・鎌田 

 TEL： （0966）38－1111（直通）    FAX： （０９６６）３８－１５７５ 
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分譲地販売の流れ 

 

（錦町役場） 

分譲申請 

売買契約 

所有権移転登記 

宅地引き渡し 

（法務局 人吉支局） 

１． 分譲地のご案内 

 事前にお問い合わせいただければ、分譲地についてのご

説明及び現地案内をいたします。 

 

２． 申請書の提出 

 資格要件を満たし、譲受人として適当と認められれば

決定通知を送付します。 

【提出書類】 

・錦町住宅用地分譲申請書 ・住民票の写し 

・滞納が無いことを示す市町村税納税証明書 

 （過去３ヶ年分のもの） 

・誓約書 

 

3. 分譲決定通知 

 資格要件を満たし、譲受人として適当と認められれば

決定通知を送付します。 

 

４. 契約の締結 

 通知日より 30 日以内に売買契約を取り交わすと同時

に、契約保証金を納めていただきます。 

【提出書類】 

・錦町住宅用地売買契約書 ・印鑑（登録済） 

・印鑑証明書 ・納付済みの領収書 

・収入印紙(¥1,000)×2 枚 

 

５. 代金の納入 

 契約日より 90 日以内に分譲代金から契約保証金を差

し引いた額を納入していただきます。 

 

６. 申請書の提出 

 代金を納めた後に、所有権移転の登記を行ってくださ

い。委託される場合は、事前にお伝えください。 

 

７. 登記完了の通知 

 法務局から「登記完了証」が発行されますので、 

そちらの完了日をもって宅地の引き渡しになります。 


